
 東部地域にある地域密着型介護保険サービス事業所や居宅介護支援事業所等、包括坪生

と一緒に活動している『小地域ネットワークグループ』で、東部文化フェスタに参加しました。 

 事業所紹介の展示や地域のみなさんを対象に認知症劇を行い、たくさんの方に観覧していた

だきました。 

今後も様々な活動を通して自分たちも成長し、地域の「ちから」になりたいと思っています。 

地域で行われる行事やサロン等への出張講座も行っております。ご用命は包括南蔵王まで・・・。 

福山市地域包括支援センター南蔵王 
東部文化フェスタに参加しました。 

今年度も介護予防教室を実施しています。 

展示 ゲームやポップコーン販売もしました。 

熱演！！ 

成年後見制度 

Ｑ 成年後見制度にはどのようなものがあるの？ 

Ａ 大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。 

 法定後見制度・・判断能力が十分でなくなってしまった後に、家庭裁判所で代

理を選び、本人に代わって保護・支援します。 

 任意後見制度・・判断能力がなくなってしまう前に、本人自らで自分の代理を

選び、本人を代理して保護・支援します。 

Ｑ 成年後見人の役割は何？ 

Ａ 本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄にも目を配りな

がら本人を保護・支援します。 

 成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するも

のに限られており、食事の世話や実際の介護などは、職務ではありません。 

 また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家

庭裁判所の監督を受けることになります。  

次回も成年後見制度について（後編）をご紹介します。 

今年度は、第一期：口腔 第二期：栄養 第三期：運動 の三種類の教室を予定しています。 

言語聴覚士さん・管理栄養士さん・リハビリの先生を講師にお招きして、楽しく学んでいきたいと

思いますので、ぜひお越しください。 

口腔 ５月：蔵王公民館 ６月：日吉台公民館 

栄養 ７月：春日公民館 ８月：緑丘公民館 ９月：蔵王公民館 １０月：日吉台公民館 

運動 １１月：春日公民館 １２月：緑丘公民館 平成30年1月：蔵王公民館 ２月：日吉台公民館 

 １０時～１２時 参加費はもちろん無料です。 

 予約も必要ありません。 

詳しい日程は包括南蔵王までお問い合わせください。 
 

いざという時に 知って安心 

Ｑ 成年後見制度ってどんな制度？ 

Ａ 認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、 

  ●不動産や預貯金などの財産の管理 

  ●介護などのサービスや施設への入所に関する契約 

  ●遺産分割の協議 

 といったことが必要があっても，自分でこれらのことをするのが難しい場合が

あります。 

 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、

悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 

 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度で

す。 


